
 

  

 

 平成２６年 

 第３回市議会定例会 議案第５号 

   次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代     

   育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う     

   関係条例の整備に関する条例の制定について  

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対  

策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する  

条例を次のように定める。 

  平成２６年９月３日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代    

   育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う     

   関係条例の整備に関する条例 

 （函館市特別会計条例の一部改正） 

第１条 函館市特別会計条例（昭和３９年函館市条例第２４号）の一部 

 を次のように改正する。 

  第１条第８号を次のように改める。 

  (8) 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計  母子父子寡婦 

   福祉資金貸付事業 

 （函館市福祉事務所設置条例の一部改正） 

第２条 函館市福祉事務所設置条例（昭和４８年函館市条例第５２号）  

 の一部を次のように改正する。 

  第３条各号列記以外の部分中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び  

 父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

 （函館市総合福祉センター条例の一部改正）  

第３条 函館市総合福祉センター条例（平成５年函館市条例第３９号） 

 の一部を次のように改正する。 

  第１条および第３条第１号中「寡婦」を「父子ならびに寡婦」に改  



 

  

 

 める。 

  第４条第１項第４号を次のように改める。 

  (4) 母子・父子福祉センター 

  第８条の見出しを「（母子・父子福祉センター）」に改め，同条各  

 号列記以外の部分中「母子福祉センター」を「母子・父子福祉センタ  

 ー」に改め，同条第１号および第３号中「寡婦」を「父子ならびに寡  

 婦」に改める。 

  第１１条第１項第１号中「寡婦」を「父子ならびに寡婦」に改める。  

 （函館市恵山福祉センター条例の一部改正）  

第４条 函館市恵山福祉センター条例（平成１６年函館市条例第７４号）  

 の一部を次のように改正する。 

  別表備考第３項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに  

 寡婦福祉法」に改める。 

 （函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の 

 一部改正） 

第５条 函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条  

 例（平成２５年函館市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

  第３４条中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に，「  

 母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改める。  

 （函館市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例の一部改正）  

第６条 函館市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例（平成１７年 

 函館市条例第５３号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉  

 法」に改める。 

 （函館市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正） 

第７条 函館市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和４８年函館市条例  

 第１３号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第２号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡  

 婦福祉法」に改め，同条第３号中「ひとり親家庭の母に準ずる男子」  

 を「母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者の  



 

  

 

 ない男子で，現に２０歳未満の子を扶養し，または監護しているもの」  

 に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年１０月１日から施行する。  

２ 第１条の規定による改正前の函館市特別会計条例第１条第８号に規  

 定する函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計に係る平成２６年度  

 の予算ならびに収入および支出については，第１条の規定による改正  

 後の函館市特別会計条例第１条第８号に規定する函館市母子父子寡婦  

 福祉資金貸付事業特別会計に係る同年度の予算ならびに収入および支  

 出とする。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対  

策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴い，関係条例の規定を整備  

するため 


